
カードの即時発行に関する特約 

 

 

第１条（カード情報の表示について） 

１．会員は、Webにおいて、当社所定の認証を経たうえで、カード情報を一定期間参照することができる

サービス（以下、「カード情報表示サービス」といい、カード情報表示サービスで提供するカード情報を

「本カード情報」という）を利用できます。カード情報表示サービスは、三井住友カード会員規約（以

下、「規約」という）第６条１項で定める本カードの貸与前であっても利用できます。 

２．規約第１５条に該当する場合、当社は、同項で定める措置に加えて、本カード情報を Web上から消

去することができるものとします。  

 

第２条（用語） 

夜間帯（19：31-翌 8：59）に即時発行サービスで申込されたものを夜間即時発行と定義しま

す。 

 

第３条（カード情報表示サービスに関する免責） 

１．カード情報表示サービスにおけるシステムの運用等には万全を期していますが、万一カード情報表

示サービスが一時的に中断・中止された場合、当社に責めがある場合を除き当社は一切の責任を負わない

ものとします。 

２．会員の端末の障害または記憶容量の不足等、または通信事業者の障害または記憶容量の不足等によ

り、カード情報表示サービスにおける当社からの情報の遅延・不達が発生した場合、それらによって生じ

た損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。  

３．会員は、端末の設定その他の利用環境システムや、メンテナンス、故障、障害等によりカード情報

表示サービスが利用できない場合があることを承諾するものとします。これらにより会員に損害等が生じ

たとしても、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第４条（カード情報表示サービスの利用終了） 

会員は、規約第２３条の会員資格の取消または規約第２４条による退会による会員資格取消または退会後、

カード情報表示サービスをご利用いただけなくなります。 

 

第５条（事業者への情報提供について） 

会員は、カード情報表示サービスにおいて、当社が会員に対して電話番号を使用して本人認証を行うため

に、別紙で定める事業者が提供するサービスを利用する際に、当該事業者に対して会員の電話番号が提供

されることを了承するものとします。 

 

第６条（夜間即時発行におけるカード即時審査承認後の利用枠） 



夜間即時発行を申込した場合、夜間審査（一次審査）を行い、カードショッピング利用枠を定めます。 

 

夜間審査承認後に、当社所定のカードショッピング利用枠の審査、ならびに、割賦利用枠およびキャッシ

ング利用枠の審査を行い、カードショッピング利用枠を増額し、割賦利用枠およびキャッシング利用枠を

定めます。 

 

会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、カードショッピング利用枠、ならびに、割

賦利用枠およびキャッシング利用枠の審査を行ったうえで当社が必要と認めた場合、特段の通知を要せず

会員資格を取消できるものとします。 

なお、会員資格を取消された場合、夜間審査（一次審査）の結果付与されたカードショッピング利用枠に

ついても利用できなくなります。 

 

第７条（夜間即時発行におけるカード加入日） 

 

ご契約内容確認画面等で表示されるカード加入日は、夜間審査承認後に当社所定の審査を行い、正式なカ

ードショッピング利用枠、ならびに、割賦利用枠およびキャッシング利用枠を設定した日となります。な

お、加入日より前の利用についても、規約が当然に適用されるものとします。 

 

第８条 

本特約に記載のないものは会員規約に則ります。 

 

(2023 年 10 月改定)  

 

 

 

  



【別紙】 

 

（１）株式会社クロ－バ－・ネットワ－ク・コム 

（２）株式会社インテック 

 

(2023 年 10 月改定)  


